
連続立体交差事業の概要

平成１５年１０月７日
国土交通省都市・地域整備局街路課

資料４－２



（１）連続立体交差事業の概要

■連続立体交差事業とは、鉄道を連続的に高架化または地下化することにより、
　道路と鉄道の連続立体交差化を図る事業です。

■また、連続立体交差事業は、都市交通の円滑化や線路で分断された市街地の一
　体化などを図り、都市活動の活性化に寄与するものです。

■さらに、連続立体交差事業と、周辺地区で実施される土地区画整理事業等の面
　整備事業の一体的な施行により、市街地の再生・活性化及び快適で魅力的なま
　ちづくりを推進することができます。

■連続立体交差事業は都市部を中心に全国６２箇所で実施されており、そのうち
　３６箇所が三大都市圏で行われております。
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①鉄道と幹線道路とが２ヵ所以上におい

　て交差し、かつ、その交差する両端の

　幹線道路中心間隔距離が350ｍ以上
　ある鉄道区間について、鉄道と道路と

　を同時に３ヵ所以上において立体交差

　させ、かつ、２ヵ所以上の踏切道を除却

　すること。

　②高架区間のあらゆる1,000mの区間の踏切道において、５年後における
　　１日踏切交通遮断量の和が20,000台/日以上であること。

　「連続立体交差化」は、次の①のように定義されています。

　連続立体交差事業は、都道府県または指定都市が都市計画事業として実施するも

のです。国庫補助事業の採択基準は、上記の定義①と下記の踏切交通遮断量②のす

べてに該当し、まちづくりの上で効果のある事業費10億円以上のものです。

（２）連続立体交差事業の採択基準
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■踏切道等総合対策プログラムに位置づけられた連続立体交差事業について、以下の

　とおり採択基準が緩和されます。

過度に連担した踏切*が含まれる場
合には、踏切交通遮断要件を緩和
（２万台時/日⇒１万台時/日（二輪
車・歩行者含む））
（＊：延長１㎞当たり３箇所以上の
密度で計５箇所以上連担）

（２）過度に連担した踏切の集中除却

ボトルネック踏切*が含まれる場合、
幹線道路の要件を緩和（２本⇒１本）
（＊：ピーク時遮断時間40分/時以
上もしくは踏切交通遮断量５万台/
日以上の踏切）

(１)ボトルネック踏切の重点的除却の推進

３



採択基準に適合しない未整
備区間について、隣接する
整備済区間と併せて採択基
準の適合を判断

（４）段階的な鉄道高架化の支援

大規模な改築の予定のある
既設の立体道路を踏切と見
なす

(３)大規模な改築予定道路(老朽化橋等)の踏切見なし

４



鉄道側負担
10％

都市側負担

国庫補助率
１／２

　既設鉄道の立体化に必要な事業費の86～95％は、道路特定財源（ガソリン税・
自動車重量税等）を活用した国庫補助事業により実施されています。

　残りの14～５％程度については、高架下の活用などの受益のある鉄道事業者が
負担しています。

（３）事業の財源と費用負担

（14～5％）　　　　　　　　　（86～95％）
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　連続立体交差事業は、都市計画事業として施行されるため、都市計画法上の手

続きが必要となります。事業主体である都道府県または指定都市は、鉄道事業者

と調整を図りつつ、地元市町村と一体となって都市計画事業の認可を得て、工事

などを実施していきます。

（４）事業の進め方

　調査採択

　着工準備採択

　都市計画決定

　都市計画事業認可

　鉄道事業者と都市計画
事業者との協定

　事業着手

　完　了
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踏切による交通
遮断

駅前広場の未
整備

市街地の未
整備

幹線道路の未
整備

事業実施前の問
題点

連続立体化による都
市交通の
円滑化と都市の再生

面整備事業の
実施

踏切の
解消

駅前広場の
整備

駅 の
改良

ゆとりある都
市空間

幹線道路
整備

高架下空間の
活用

都市拠点の
創出
都市拠点の
創出

高架下空間
の活用

幹線道路
整備

駅の改
良

駅前広場の未
整備

踏切の解
消

面整備事業の
実施

ゆとりある都
市空間連続立体化による都

市交通の円滑化と都
市の再生

（１）効果の全体概要
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連続立体交差事業の効果は、
　・踏切に起因する
　　　交通渋滞や事故の解消
　・鉄道によって分断
　　　されていた市街地の一体化
　・駅周辺の中心市街地の再生
　・鉄道施設の改良による
　　利便性や安全性の向上等です。
　　



ＪＲ線 約４㎞

名鉄本線 約3.8㎞

名鉄尾西線 約3.8㎞

（２）連続立体交差事業による都市交通の円滑化

　 （交差道路における、高架切替前後の速度と交通量の変化）

・小田急小田原線：東京都世田谷区、狛江市（成城学園前～登戸間）平成９年６月高架切替
・交差道路１３路線について、高架切替前、高架切替後の時点で、交通状況を調査

○：道路幅員18ｍ以上の立体交差箇所

９０本
１１本
３０本

４３本
６本
事業後

５２本
２本
１２本

５本
３３本
事業前

合計
１８ｍ以上

１２ｍ以上～１８ｍ未満

６ｍ以上～１２ｍ未満
６ｍ未満

交差道路幅員

一宮連続立体交差事業における
交差道路の整備事例

事業延長はＪＲ東海道本線、
名鉄名古屋・尾西線の約１１．６ｋｍ ８



踏切箇所数と踏切死傷事故件数の推移
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186199193
221223

237254

259269272256276289304

445
468465477499

526
558

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年
0

200

400

600

800

踏切箇所数（ＪＲ＋民鉄）

事故件数（ＪＲ＋民鉄）

ＪＲ事故件数

民鉄事故件数

（踏切箇所） （事故件数）

　　連続立体交差事業により、踏切事故の心配がない安全なみちをつくることができ
ます。また、踏切事故による列車の遅延も解消することができます。

京王電鉄京王線・
　　　　　府中駅付近

小田急小田原線・
　　　　　狛江駅付近

JR阪和線・南田辺駅
　　　～我孫子町駅付近

　　　　
南海本線・堺駅付近

　３件

　６件

２６件

２０件

０件

連続立体交差事業実施前５年間の
踏切死傷事故件数

９



（３）連続立体交差事業によるまちづくりの促進

（事業前） （事業後）

ＪＲ関西本線　難波駅付近（大阪府大阪市）の例

（事業前） （事業後）

京阪電鉄本線交野線枚方市駅（大阪府枚方市）の例
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（事業前） （事業後）

京王電鉄京王線府中駅付近（東京都府中市）の例

公　園自転車駐車場歩行空間
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（４）連続立体交差事業にあわせた鉄道施設の改良

　連続立体交差事業に伴い、高齢者や身障者をはじめ鉄道を利用する人すべての
安全性・快適性に配慮した駅施設の改良もあわせて実施されています。

エレベータ エスカレータ

　連続立体交差事業を契機
として、鉄道の複々線化を
実現することで、鉄道の輸
送力の増強による列車の混
雑率の低減が図られます。

路　　　　線 区　　　　間 延長 都市

JR総武本線 両国駅～平井駅 10.0km 東京

JR常磐線 亀有駅～金町駅 4.1km 東京

小田急小田原線 代々木上原駅付近 1.9km 東京

小田急小田原線 喜多見駅～和泉多摩川駅 2.4km 東京

京王電鉄京王線 幡ケ谷駅～笹塚駅 2.7km 東京

東武伊勢崎線 谷塚駅～越谷駅 9.7km 埼玉

JR総武本線 稲毛駅～西千葉駅 4.1km 千葉

JR東海道本線 大高駅付近 2.2km 名古屋

京阪本線 京橋駅付近 2.5km 大阪

京阪本線 守口市駅～萱島駅 5.8km 大阪

西武池袋線 練馬～石神井公園 3.8km 東京

【連続立体交差事業にあわせて複々線化が行われた路線例】

12






